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はじめに

　自治体職員の仕事は、法令順守が大前提であることは言うまでもあり

ません。しかし残念ながら「不正経理」と指摘される報道は、後を絶ち

ません。

　労働災害の世界では、１件の労働災害が起こる裏側には 29 件の軽微

な災害があり、さらにその裏側には担当者がハッとする程度の軽微な災

害が 300 件存在する（ハインリッヒの法則）と言われます。私は、地

方自治体の不正経理の発覚も、同じような考え方が成り立つと考えてい

ます。

　これは推測になりますが、全国の地方自治体における会計管理者所管

の審査部門では、毎日持ち込まれる支出命令書のうち数％が、差し戻し

になっているのではないかと思います。この差し戻される理由は、法令

や条例、規則等の違反や、予算のルールに違反するというものなどがほ

とんどです。こうした実態がある地方自治体では、いつ不正経理問題が

発覚しても不思議はないということです。

　そもそも地方自治体のOA化が進み財務会計システムが普及した現在

では、良くも悪くも帳票類は自動計算され、きれいに印刷されてしまい

ます。したがって財務会計システムに入力をする時点で何らかの誤りが

あると、その後の決裁の過程で発見することは極めて難しくなります。

　本書は、自治体職員として理解しておくべき出納事務を実務のポ

イントごとにまとめてあります。また、自治体の職員が仕事をする

上で必要な条文を、予算、契約、出納事務を中心に掲載しています。

◇

◇
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　地方自治体の財務に潜む規定違反の事務をなくすには、一人ひとりの

職員が予算、契約、出納事務の正しい知識を持つこと以外に方法はあり

ません。ただしその知識は、実務に必要な範囲で良いと私は考えます。

　本書は、職員が仕事をする上で必要な条文を、予算、契約、出納事務

を中心に掲載しています。そして、「法は、行間を読め」と言われます

ので、読まれる方が行間を考えるための一助になるよう、実務面から見

た解説を加えています。本書が、正しい仕事を行うために考える際の参

考になれば、著者としてこの上ない幸せです。

� 2016 年１月　大崎　映二
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新版はじめに

　地方自治法では、首長の責任はもとより、個々の事務に関係する職員

の責任が明確に規定され、監査や住民の監視も規定されています。しか

し、事務の不適正処理や刑法等に抵触する違法行為が相変わらず発生し

ており、法の仕組みが十分に機能してきたとは言えないのも事実です。

　一方、多くの自治体では、「会計の審査が厳しい」と言う職員が多く

存在します。会計が厳しい審査をしているにもかかわらず、不適正な事

務が発生するのは何故でしょうか。この理由は色々あるでしょうが、理

由の一つに審査実務の形骸化があると私は考えます。

　詳しい説明は後で述べますが、例えば会計管理者に関する規定におけ

る、「支出負担行為の確認」という会計管理者の役割として行われる会

計課の審査は、基本的に書類に不備がないかを重点的に確認する形式審

査です。しかし、歴代の担当者と寸分違わないよう必要事項の記入漏れ

の点検と添付すべき書類の有無を確認するだけでは、新たな不適切処理

や違法行為は発見できません。法で求められる会計管理者の業務水準は、

支出負担行為に違法がないかであって、記入や書類の添付漏れの確認で

はないのです。そこで各自治体の会計課では、人事異動による担当者の

入れ替えを行い、担当者の職歴に伴う経験等も活かしながら踏み込んだ

審査事務を行います。その結果として「会計の審査が厳しい」と言われ

る現状があるのです。

　仕事とは、考えることです。考えずに機械的に行う労働は、作業と言

います。住民から強制的に集めた財源に関わる仕事を、作業レベルにし

て良いと考える自治体職員はいないでしょう。出納事務の知識は会計課

の職員だけでなく、職員誰しもが身につけておかなければならない知識

なのです。

　令和２年４月１日施行の改正地方自治法では、監査基準の整備や内部
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統制機能の充実が求められ、出納事務全般に対する監視がさらに強化さ

れることになりました。これは、従来の仕組みでだけでは不十分である

との国の認識があっての改正でしょう。自治体職員は、こうした法の要

請と住民の信頼に応えなければなりません。それには日々の出納事務を、

職員一人ひとりが考えながら行っていくことが不可欠です。

　平成 28 年１月、『50 のポイントでわかる自治体職員はじめての出納

事務』を出版してから４年が経ちました。今般、令和２年４月の法改正

を踏まえて改訂版を書くことになり、題名も変更して『55 のポイント

でわかる 自治体職員 新 はじめての出納事務』としました。

　本書は前著同様、職員として理解しておくべきことを実務のポイント

ごとにまとめてありますので、条文番号に沿った説明はしていません。

また、全ての条文に説明を加えてもいません。したがって地方公共団体

の財務を、学問的に勉強するには向いていません。

　本書では、自治体の職員であれば知っておく必要がある内容として、

地方自治法第９章を骨格にし、さらに「職員として、その条文をどのよ

うに解釈すべきか」という実務を担当する職員の視点からの考え方を加

えています。この考え方は、皆さんとは違うこともあるかもしれません。

その場合は、本書と同じ考え方をする住民から説明を求められた場合、

どのように答えるのかを考える材料にしてください。住民の考えは様々

です。地方自治体は、住民に対して等しく説明責任を負っていますので、

そうした場面でも本書が参考になれば幸いです。

� 令和２年２月　大崎　映二

　＊�本書の法令の内容現在は令和２年４月１日です。また、条文中のアンダー

ラインは著者が強調したい箇所につけたものです。
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　自治体の役割は、行政区域内の住民及び行政区域そのものが抱える問

題を、自己決定、自己責任の下で解決することです。これを地方自治関

係法令では、「住民福祉の増進」と表現されます。

　「住民福祉の増進」は、ただ漠然と掲げるだけでは、実現することは

できません。自治体としての役割を果たすには、解決に向けて活動する

組織と人が必要になります。

　この組織を地方公共団体、組織の中で活動する人たちを職員と言いま

すので、組織は組織のもつ目的、職員は自らの仕事の目的を明確に意識

して活動しなければなりません。

　そして、この活動を支える資源のほとんどが住民から強制的に徴収さ

れたものであることから、財務に関する様々なルールが設定されている

ことは当然と言えます。

　また、組織、職員ともに、目的を達成するにあたっては、以下のよう

な法規定が存在することは十分承知されていることだと思います。

地方自治法

〔地方公共団体の法人格及び事務〕

第２条

14�　地方公共団体は、その事務を処理するに当つては、住民の

職員には、なぜ財務の
知識が必要なのか1



序章　13

福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙

げるようにしなければならない。

地方財政法

　（予算の執行等）

第�４条　地方公共団体の経費は、その目的を達成するための必

要且つ最少の限度をこえて、これを支出してはならない。

　これらの規定は、経費支出についての基本的な姿勢を定めたものと解

釈しますが、この趣旨を達成しながら日々の仕事を行うには、少なくと

も地方自治法令に定められる規定の存在を知っておくことは不可欠だと

言えるでしょう。

　例えば、公立の保育所を考えてみましょう。

　保育所を運営するには、保育活動に必要な多種多様な消耗品を調達（契

約事務）し、支払い（支出事務）が行われますし、保育所は園児が安全

に過ごせる施設であり続けなければなりません（施設管理事務）。また、

保育所の運営に係る費用の一部が保護者負担で賄われ（収入事務）、滞

納される保育料が存在する（債権管理事務）ことを考えれば、少なくと

も保育所の所長は「私は保育士だから、保育技術だけを知っていれば良

い」ということにはならないでしょう。

　しかし、保育所運営の管理監督をする所長が、施設運営全般に必要な

知識を評価されて選任されるのかといえば、現実には、保育士としての

経験や能力のみを評価されて選ばれるというのが多くの自治体の実態で

しょう。

　もちろん事務処理に対しては、保育所管課などに配置されている一般
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事務の職員がサポートしていると思われますが、保育士の財務知識の不

足がその後の支出事務に関わる職員の事務量を増加させていることも少

なくありません。

　こうした実態は、都市建設部門の技術者や保健衛生部門での保健師、

看護師という専門職の場合も同じです。特に係長職や課長職のような管

理的立場になった職員は、財務知識の不足が職責を果たす上での不安材

料になることも少なくありません。

　さて、財務知識の不足という問題は、専門職に限られる問題でしょう

か。私は事務職も全く同じだと考えています。

　それは、これまで全国の自治体が行ってきた研修を見れば明らかで、

財政担当部署に配属されれば予算決算に係る研修、出納会計担当は出納

事務研修、契約担当は契約の研修、財産管理担当は財産管理研修など、

専門研修は整備されているものの、「職員が仕事を行う上で最低限必要

な」という研修目的で全職員を対象に実施しているケースはほとんどあ

りません。

　推測するに「そのレベルは、自己研さんで学ぶべき」という位置づけ

なのでしょうが、現実に不適正な事務処理が事故になり事件に発展する

ケースが全国の自治体で後を絶たないことを考えれば、組織としてなん

らかの対応が必要であることは言うまでもないでしょう。

　前述の専門研修をすべて受講できる職員は、組織の中でも稀な存在で

す。しかし、予算やそれに伴う契約、公共施設に関わって仕事をしてい

る職員は、すべてと言っても大げさではありません。
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　全国の自治体では、毎年、不正経理問題といわれる不適正な支出事務

が表面化します。１件の不適正な事務の報道は、会計事務全体の不適正

な事務処理を住民に想像させ、その結果として自治体全体の信用を失わ

せることになります。

　それではなぜ不適正な出納事務が行われるのかと言えば、その多くが

前提となる予算そのものの理解が不足していることに原因がある場合も

少なくありません。出納事務とは、予算執行のことでもあるのです。

　そもそも予算とは何か。正しい理解の下に予算を作るには、どうした

ら良いのでしょうか。

　これは歳入そのものの減少や、公共施設の更新や高齢社会に対応する

費用の捻出、子育て支援の充実に必要な予算確保などの事情が深刻にな

るほど、すべての職員が考えなければならない課題になります。

　予算は財政担当だけが知っていれば良いという時代ではありません。

適切な収入確保や正しい支出事務は、正しい財務の知識から生み出され

るのです。

　そして、法令には規定されてはいませんが、財源の中心となる税が個

人や法人の収入や利益に対してかけられるということから、次のグラフ

に表されるところからくる住民感覚も理解しておく必要があります。

出納事務とは
予算執行のこと2
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　上図のとおり、1954 年は８兆円だった GDP が、1997 年には約 68.9

倍になる 551 兆円となり、約半世紀に渡り世界に例を見ない経済成長

を続けました。

　当然のことながら、この間、企業や個人の収入に一定率の税を賦課し

て収入を得る国も自治体も毎年収入が増加し続けました。

　このことが職員に「収入は増えるもの」という前提を作り、お金の使

い方に関わる仕事の前例や常識も作ってきたということを認識する必要

があります。

　なぜなら、収入が増えるという前提は、20 年以上前に崩れているか

らです。
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序章　17

　監査委員による監査の視点は、監査委員がそれぞれ独自の視点で行う

ということではなく、以下のとおり規定されています。

地方自治法

〔職務〕

第 199 条

③�　監査委員は、第１項又は前項の規定による監査をするに当

たつては、当該普通地方公共団体の財務に関する事務の執行

及び当該普通地方公共団体の経営に係る事業の管理又は同項

に規定する事務の執行が第２条第 14 項及び第 15 項の規定の

趣旨にのつとつてなされているかどうかについて、特に、意

を用いなければならない。

地方自治法

〔地方公共団体の法人格及び事務〕

第２条

⑭�　地方公共団体は、その事務を処理するに当つては、住民の

職員の仕事と監査3


